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「
レ
ン
ジ
４
」
は
基
地
機
能
の
強

化
・
恒
久
化
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。
民
間
地
域
に
三
百
メ
ー
ト
ル
と
近

い
射
撃
場
で
あ
り
、
原
野
火
災
・
騒
音

被
害
・
自
然
破
壊
・
流
弾
等
に
よ
る
人

身
事
故
な
ど
人
命
に
か
か
わ
る
被
害
が

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
建
設
計

画
に
は
断
固
反
対
す
る
。

あ
て
先
　
内
閣
総
理
大
臣

外
務
大
臣

防
衛
庁
長
官

防
衛
施
設
庁
長
官

外
務
省
沖
縄
担
当
大
使

那
覇
防
衛
施
設
局
長

意見書
決　議

内
容
は
抜
粋
し
て
あ
り

ま
す
。
全
文
は
議
会
事
務

局
又
は
各
自
治
会
に
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

「
キ
ャ
ン
プ
・
ハ
ン
セ
ン
「
レ
ン
ジ
４
」
に
お
け
る
都
市

型
戦
闘
訓
練
施
設
の
建
設
計
画
に
反
対
す
る
」意
見
書

十
五
年
三
月
に
開
始
さ
れ
た
米
・
英

の
イ
ラ
ク
攻
撃
に
対
し
、
国
際
社
会
は
、

大
量
破
壊
兵
器
の
査
察
の
継
続
を
求
め

て
き
た
。
国
連
安
保
理
の
決
議
を
経
な

い
攻
撃
は
国
連
憲
章
を
踏
み
に
じ
る
無

法
な
戦
争
で
あ
る
。
イ
ラ
ク
に
軍
を
派

遣
す
る
国
は
全
て
ア
メ
リ
カ
が
占
領
す

る
延
長
と
み
な
さ
れ
、
日
本
の
国
益
は

お
ろ
か
、
日
本
・
特
に
沖
縄
が
テ
ロ
の

標
的
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
よ
っ
て
自

衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
遣
に
反
対
す
る
。

あ
て
先
　
内
閣
総
理
大
臣

外
務
大
臣

防
衛
庁
長
官

衆
議
院
議
長

参
議
院
議
長

「
イ
ラ
ク
へ
の
自
衛
隊
派
遣
に
反
対
す
る
」意
見
書

政
府
与
党
は
、
保
険
料
固
定
方
式
を

を
柱
と
す
る
改
革
案
を
決
定
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
現
下
の
経
済
情
勢
の
も
と

で
、
こ
れ
以
上
急
激
な
保
険
料
の
引
き

上
げ
や
給
付
の
引
き
下
げ
は
国
民
の
暮

ら
し
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が

あ
る
。
よ
っ
て
本
議
会
は
制
度
改
革
に

当
た
っ
て
は
老
後
の
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
改
革
と
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の

で
あ
る
。

あ
て
先
　
内
閣
総
理
大
臣

財
務
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

衆
議
院
議
長

参
議
院
議
長
　
　
　
　
　
　
　

「
年
金
制
度
改
革
に
対
す
る
」意
見
書

本
県
に
は
在
日
米
軍
の
基
地
七
五
％

が
集
中
し
て
お
り
、
都
市
計
画
や
経
済

産
業
振
興
の
う
え
で
大
き
な
制
約
と
な

っ
て
い
る
。

九
十
六
年
十
二
月
に
は
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
の

最
終
報
告
で
米
軍
基
地
の
十
一
施
設
が

返
還
合
意
さ
れ
た
が
実
現
し
た
の
は
二

施
設
の
み
で
あ
る
。
日
米
同
盟
に
基
づ

く
負
担
は
国
民
が
等
し
く
、
負
担
す
べ

き
で
あ
り
、
一
方
的
に
沖
縄
に
押
し
付

け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

政
府
は
、
県
民
の
立
場
に
立
っ
て
米

国
政
府
と
の
協
議
に
臨
む
よ
う
強
く
要

請
す
る
。

あ
て
先
　
内
閣
総
理
大
臣

外
務
大
臣

防
衛
庁
長
官

衆
議
院
議
長

参
議
院
議
長

「
在
外
米
軍
再
編
に
伴
う
在
沖
米
軍
基
地
の
整
理

縮
小
に
関
す
る
」意
見
書
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